
2026/05/18 16:14:12 / 25302204_株式会社アジュバンホールディングス_招集通知_電子提供措置用

狭義の招集通知

証券コード　4929
2026年６月２日

株 主 各 位
神 戸 市 中 央 区 下 山 手 通 五 丁 目 ５ 番 ５ 号
株式会社アジュバンホールディングス

取締役会長兼社長 中 村 　 豊

［当社ウェブサイト］
https://www.adjuvant-hd.co.jp/ir/stock/meeting.php

［株主総会資料　掲載ウェブサイト］
https://d.sokai.jp/4929/teiji/

［東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）］
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第37期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第37期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげ

ます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい

て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アジュバンホールディング
ス」又は「コード」に当社証券コード「4929」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月17日（水曜日）午後５時
45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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狭義の招集通知

１．日 時 2026年６月18日（木曜日）午前10時
２．場 所 神戸市中央区中山手通四丁目10番８号

ラッセホール　２階　ブランシュローズ
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第37期（2025年３月21日から2026年３月20日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第37期（2025年３月21日から2026年３月20日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
 第１号議案 剰余金処分の件
 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない

場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なもの

としてお取り扱いいたします。
⑶インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、イン

ターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
以　上

 

［インターネット等による議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、本招集ご通
知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利
用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を前頁の行使期限までにご入力ください。
インターネット等による議決権行使に際しましては、次頁の「インターネット等による議決権行使のご案
内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、前頁の行使期限までに到着するようご返送くだ
さい。

敬　具
記

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご
提出くださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び
修正後の事項を掲載いたします。

◎株主総会当日にお土産はお配りしておりませんのでご了承ください。
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使Ⓡ」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使Ⓡ」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイト
へアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パス
ワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

　インターネットによる議決権行使で
　パソコンやスマートフォンの操作方法などが
　ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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事業の経過、設備投資、資金調達

（ 2025年３月21日から
2026年３月20日まで ）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、景気は緩やかに回
復しました。しかしながら、米国の通商政策の影響による景気下振れ懸念に加え、原材料・エ
ネルギー価格の高騰や物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響も、わが国の景気を下押しする
要因となっており、依然として先行きは不透明な状況が続いています。

美容業界のトレンドは、“自分らしく”や“私たちらしく”など、個性を重視する時代へと変化し
ています。物価高の影響を受けても従来型メニューだけではなく付加価値のあるメニューの利
用が増える傾向にあり、心豊かな生活を目指す方々にとって美容業界は重要な存在となってい
ます。

このような中、当社グループは「再成長に向けた事業基盤の強化と変革」を掲げた、「新中
期経営計画 2025-2027 NEXT」を進めています。１年目となる2025年度は、「新規サロン
獲得プロモーションの拡大」「店販活動の活性化施策」「リピート機会損失軽減・クロスセル
向上」「情報一元化による効率化」等サロンの安定した経営サポートに向けた取り組みや、
「付加価値を高める商品展開提案」「新たなユーザー層を開拓するための商品開発」を推進い
たしました。

売上高につきましては、3,813百万円（前年同期比6.9％減）となりました。オンライン環境
や営業管理プラットフォームなど営業活動の効率化を図る環境改善に加えて社員への浸透促進
活動に取り組みましたが、減少する結果となりました。詳細は区分別売上高の概要を参照くだ
さい。なお、取引サロンの実稼働軒数※は、14,609軒（前年同期比1,943軒増）となりまし
た。

利益面におきましては、売上高減等による粗利益減少をIT関連費、広告宣伝費、研究開発
費、減価償却費等の販管費削減によりカバーし、営業利益170百万円（前年同期比34.8％
増）、受取利息及び受取配当金などにより、経常利益200百万円（前年同期比48.3％増）とな
りました。投資有価証券の譲渡による特別利益21百万円、税金費用を78百万円計上した結
果、親会社株主に帰属する当期純利益は142百万円（前年同期比251.1％増）となりました。

※当連結会計年度に取引があったサロンの軒数
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事業の経過、設備投資、資金調達

区　　分
前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 増減率

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円） （％）

ス キ ン ケ ア 1,523 37.2 1,353 35.5 △170 △11.2

ヘ ア ケ ア 2,739 66.9 2,668 70.0 △71 △2.6

そ の 他 185 4.5 84 2.2 △101 △54.7

売 上 割 戻 金 △350 △8.6 △292 △7.7 58 －

合 計 4,098 100.0 3,813 100.0 △284 △6.9

区　　分
前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 増減率

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円） （％）

国 内 売 上 高 3,948 96.4 3,654 95.8 △293 △7.4

海 外 売 上 高 149 3.6 158 4.2 9 6.2

合 計 4,098 100.0 3,813 100.0 △284 △6.9

　区分別売上高は、売上割戻金を含めて次のとおりであります。

（注）１. 前連結会計年度については、ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED （連結子会社）、株式会
社２Ｃ（連結子会社）及び株式会社シアー・プロフェッショナル（連結子会社）の売上高が、「その
他」に含まれています。当連結会計年度については、ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED 
（連結子会社）及び株式会社２Ｃ（連結子会社）の売上高が、「その他」に含まれています。

２. 売上割戻金は、商品ごとではなく売上高の合計を基準として割戻率を設定しているため、区分ごとに
配賦せず合計額で表示しております。

　国内海外別売上高は、次のとおりであります。

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は44百万円で、その主なもの

は、研究所設備、ソフトウェアの取得等によるものであります。

⑶　資金調達の状況
当連結会計年度における資金調達につきましては、特に記載すべき事項はありません。
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直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区 分 第 34 期
(2023年３月期)

第 35 期
(2024年３月期)

第 36 期
(2025年３月期)

第 37 期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売 上 高 (千円) 4,377,402 4,438,221 4,098,140 3,813,665

経 常 利 益 (千円) 265,855 17,087 135,233 200,539

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期
純 損 失 （ △ ）

(千円) 403,643 △99,865 40,729 142,983

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 50.46 △12.49 5.08 17.86

総 資 産 (千円) 5,551,595 5,277,566 5,292,024 5,148,348
純 資 産 (千円) 4,487,146 4,216,864 4,178,925 4,218,563
１株当たり純資産額 (円) 561.02 527.07 521.36 527.29

区 分 第 34 期
(2023年３月期)

第 35 期
(2024年３月期)

第 36 期
(2025年３月期)

第 37 期
(当事業年度)

(2026年３月期)
営 業 収 益 (千円) 724,861 816,033 747,716 719,238
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (千円) 81,837 △182,617 △76,974 65,765

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ） (千円) 146,197 △247,984 △49,839 55,603

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 18.28 △31.01 △6.22 6.94

総 資 産 (千円) 4,642,572 4,291,085 4,133,096 4,063,354
純 資 産 (千円) 4,203,113 3,788,443 3,653,596 3,607,420
１株当たり純資産額 (円) 525.51 473.52 455.82 450.91

⑷　財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数により、１株当たり
純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

②当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数により、１株当たり
純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。
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対処すべき課題

⑸　対処すべき課題
　当社は、創業以来「安心・安全な商品の提供」を通じてサロン並びに美容業界に貢献することを重視して
まいりましたが、この強みを十分に発揮しきれていない面があり、また、美容業界のトレンド変化に対応す
る体制へのシフトにも課題が残っております。こうした課題認識を踏まえ、当社グループは昨年度に経営課
題の見直しと中長期ビジョンの明確化を行い、「新中期経営計画 2025-2027 NEXT」を策定いたしまし
た。2025年度（中期経営計画の初年度）に進めた施策の成果を踏まえ、2026年度（同計画の2年目）にお
いて当社グループが優先して対処すべき課題は以下のとおりです。

①美容サロン市場への貢献と成長の実現
　当社にとって最も重要なテーマは「美容サロン市場への貢献と成長の実現」であり、安心・安全・高品
質な商品を通じて、サロン様・スタッフ様・お客様に提供する価値を一層強化してまいります。これは創
業以来変わらない基本方針であり、当社事業の源泉を成すものです。

②DX／デジタル活用の推進
　業界における顧客ニーズの多様化に対応するため、ECプラットフォーム「ADJUVANT LINK」、AI肌
診断ツール「Mite Photo」、情報プラットフォーム「Miteppli」等のデジタル施策を活用し、カウンセ
リング力、購買体験の強化、顧客リピート育成につなげてまいります。デジタルを、サロン様とお客様を
つなぐ新たな仕組みとして位置付け、価値向上に活かしていきます。

③新商品・ブランド戦略の強化
　新商品を投入し、商品ポートフォリオの最適化を図ることで、販売機会とブランド価値の拡大を進めま
す。また、ロングセラー品のリブランディングや顧客接点の強化、提案型販売施策の推進を通じて、既存
商品の価値向上とブランド体験価値の深化を図り、お客様により魅力を感じていただける取り組みを進め
てまいります。

④サステナビリティ経営と企業価値向上
　「ADJUVANTサステナビリティ基本方針」を明確化し、社会価値と企業価値の双方を高める経営を推
進してまいります。環境配慮、社会貢献、企業成長、労働環境の４領域において具体的な目標を設定し、
持続的な成長に向けた取り組みを進めてまいります。

　当社グループは、以上の課題への対応を通じて、中期経営計画の着実な実行と持続的な企業成長の実現
を目指してまいります。
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重要な子会社の状況、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社の議決権
比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ア ジ ュ バ ン
コ ス メ ジ ャ パ ン 10,000千円 100％ 化粧品、美容・理容器材の商品企画、生

産管理、品質管理及び販売

株 式 会 社 ２ Ｃ 50,000千円 100％ ECによる化粧品・医薬部外品販売

A D J U V A N T  G L O B A L
C O M P A N Y  L I M I T E D 2,210万香港ドル 100％ 化粧品の販売

特定完全子会社の名称 株式会社アジュバンコスメジャパン

特定完全子会社の住所 神戸市中央区下山手通五丁目５番５号

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

1,612百万円

当社の総資産額 4,063百万円

⑹　重要な子会社の状況

（注）１. 当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

２. 株式会社アジュバンコスメジャパン（連結子会社）は、2026年３月21日付で株式会社２Ｃ（連結子
会社）を吸収合併しております。

⑺　主要な事業内容
当社グループは、当社及び連結子会社３社により構成されており、理美容室・エステティックサロン・ネ

イルサロン・アイラッシュサロン・美容クリニック等向けにアジュバン化粧品の商品企画、研究開発、販売
を行っているほか、サロン向け業務用美容材料の販売を行っております。

－ 8 －
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主要な営業所等、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

当 社 本 社 神　戸　市　中　央　区

株式会社アジュバンコスメジャパン

本 社 神　戸　市　中　央　区
札 幌 営 業 所 札　幌　市　中　央　区
仙 台 営 業 所 仙　台　市　宮　城　野　区
前 橋 営 業 所 群　馬　県　前　橋　市
東 京 事 業 所 東　京　都　中　央　区
名 古 屋 営 業 所 名　古　屋　市　千　種　区
港 島 事 業 所 神　戸　市　中　央　区
岡 山 営 業 所 岡　山　市　北　区
福 岡 営 業 所 福　岡　市　博　多　区

A D J U V A N T  G L O B A L
C O M P A N Y  L I M I T E D 本 社 香　港　特　別　行　政　区

⑻　主要な営業所等

（注）株式会社アジュバンコスメジャパン（連結子会社）は、2026年３月21日付で株式会社２Ｃ（連結子会
社）を吸収合併しております。

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
123（６）名 １名減

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
12（１）名 ５名減 43.8歳 7.6年

⑼　使用人の状況
①企業集団の状況

（注）使用人数は就業員数であり、嘱託・パートタイマーは（　）内に外数で記載しております。

②当社の状況

（注）使用人数は就業員数であり、嘱託・パートタイマーは（　）内に外数で記載しております。

⑽　主要な借入先の状況
該当事項はありません。

⑾　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 9 －
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２．会社の株式に関する事項、３．会社の新株予約権等に関する事項

⑴　発行可能株式総数 22,000,000株

⑵　発行済株式の総数 8,043,600株

⑶　株主数 26,801名

（単位：株） （単位：％）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｔ ・ Ｎ ソ リ ュ ー シ ョ ン 955,400 11.94

田 中 昌 樹 940,900 11.76

株 式 会 社 ボ ン ニ ー 924,500 11.56

中 村 　 豊 785,500 9.82

田 中 順 子 237,600 2.97

宮 澤 良 彦 103,200 1.29

株 式 会 社 イ シ ダ リ ン ク 60,000 0.75

石 田 千 恵 60,000 0.75

ア ジ ュ バ ン 従 業 員 持 株 会 55,631 0.70

森 内 真 也 23,600 0.29

２．会社の株式に関する事項

⑷　大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（43,205株）を控除して計算しております。

－ 10 －
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２．会社の株式に関する事項、３．会社の新株予約権等に関する事項

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。

⑹　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 11 －
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４．会社役員に関する事項

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 中 村 　 豊 株式会社アジュバンコスメジャパン代表取締役
株式会社２Ｃ代表取締役

専 務 取 締 役 田 中 順 子 株式会社アジュバンコスメジャパン代表取締役

取 締 役 藤 原 　 武
株式会社アジュバンコスメジャパン取締役　営業本部
長
ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED董事長

取 締 役 大 嶋 宏 和 株式会社アジュバンコスメジャパン取締役　商品開発
本部長

取 締 役 田 中 昌 樹 株式会社アジュバンコスメジャパン取締役　サロンサ
ポート部長

取 締 役 中 村 卓 哉 経営管理本部長

取締役（常勤監査等委員） 木 田 臣 哉

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 三 村 淳 司 三村公認会計士事務所代表
株式会社リライズ・パートナーズ代表取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 中 村 小 裕 レクシア特許法律事務所パートナー弁護士

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況

（注）１. 取締役（監査等委員）木田臣哉氏、三村淳司氏及び中村小裕氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（常勤監査等委員）木田臣哉氏は、上場会社において財務経理部門の責任者を務めるととも

に、資本政策、M&A及びIR業務を担当してきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

３. 取締役（監査等委員）三村淳司氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。

４. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との充分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督
機能を強化するために木田臣哉氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５. 当社は、取締役（監査等委員）木田臣哉氏、三村淳司氏及び中村小裕氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 12 －
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４．会社役員に関する事項

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

田 中 昌 樹

取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン取締役　企画分析部長
（現：サロンサポート部長）
株式会社２C取締役

取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン取締役　サロンサポー
ト部長

2025年６月11日

中 村 　 豊
代表取締役会長兼社長
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン代表取締役

代表取締役会長兼社長
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン代表取締役
株式会社２Ｃ代表取締役

2025年９月21日

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

中 村 　 豊
代表取締役会長兼社長
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン代表取締役
株式会社２Ｃ代表取締役

代表取締役会長兼社長
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン代表取締役

2026年３月21日

田 中 順 子
専務取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン代表取締役

専務取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン代表取締役　商品開発
本部長

2026年３月21日

藤 原 　 武

取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン取締役　営業本部長
ADJUVANT GLOBAL 
COMPANY LIMITED董事長

取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン取締役　海外事業部長
ADJUVANT GLOBAL 
COMPANY LIMITED董事長

2026年３月21日

大 嶋 宏 和
取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン取締役　商品開発本部
長

取締役
株式会社アジュバンコスメジ
ャパン取締役　営業本部長

2026年３月21日

６. 取締役中川秀男氏、取締役（常勤監査等委員）南正光氏、取締役（監査等委員）影田清晴氏は、
2025年６月12日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

７. 当事業年度中の取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。

８. 当事業年度末日後の取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。

－ 13 －
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４．会社役員に関する事項

⑵　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）
であり、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補するものであり、１年毎に契約
更新しております。

なお、当該保険契約では、填補する額について限度額を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性
が損なわれないようにするための措置を講じております。

次回更新時には同内容での更新を予定しております。

－ 14 －
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４．会社役員に関する事項

区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 賞与 譲渡制限付
株式報酬

取締役（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

158,433
（－）

155,200
（－）

－
（－）

3,233
（－）

７
（－）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

21,200
（21,200）

21,200
（21,200）

－
（－）

－
（－）

５
（５）

合　　計
（うち社外役員）

179,633
（21,200）

176,400
（21,200）

－
（－）

3,233
（－）

12
（５）

⑶　当事業年度に係る取締役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、
「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものである
と判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
１. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決

定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の
業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に考慮して決定する事とする。

２. 取締役の個人別の報酬等のうち、会社法施行規則第98条の５第３号の非金銭報酬等がある場合には、
当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
　非金銭報酬等は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業務執行取締役
と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とする。
　非金銭報酬の額は、年額50,000千円以内、非金銭報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式
の総数は年40,000株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に
おいて決定する事とする。

３. 金銭報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合の決定に関する方針
　取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業
をベンチマークとする報酬水準を踏まえ業績を勘案し、随時取締役会において決定する事とする。

４. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受
けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で職責及び実績等を勘案
し、各取締役の基本報酬額を決定する事とする。

②取締役の報酬等の総額等

－ 15 －
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４．会社役員に関する事項

（注）１. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2021年６月17日開催の第32期定時
株主総会において、年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）と決議いた
だいております（ただし、使用人分給与は含まない。）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の員数は３名（うち社外取締役０名）です。また、これとは別枠で、取締
役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
額は、2021年６月17日開催の第32期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただい
ております（ただし、使用人分給与は含まない。）。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役及
び監査等委員である取締役を除く。）の員数は３名です。

２. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年６月17日開催の第32期定時株主総会において、
年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役
の員数は３名（うち社外取締役３名）です。また、これとは別枠で、監査等委員である取締役（非常
勤の監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2021年
６月17日開催の第32期定時株主総会において、年額5,000千円以内と決議いただいております。当
該株主総会終結時点の監査等委員である取締役（非常勤の監査等委員である取締役を除く。）は１名
です。

３. 取締役会は、代表取締役会長兼社長中村豊氏に対し各取締役（監査等委員である取締役を除く。以
下、「取締役」という。）の基本報酬の額の決定について委任しております。委任した理由は、当社
全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長が適し
ていると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役が参加し
ている取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しております。

－ 16 －
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４．会社役員に関する事項

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取　締　役
（常勤監査等委員）木 田 臣 哉

2025年６月12日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会12
回、監査等委員会12回の全てに出席いたしました。上場会社において
長年財務経理部門及び管理部門の責任者として資本政策、M&A、IR及
びリスクマネジメント等を統括してきた豊富な経験と実績に基づく見
地から、適宜、適切に発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を
確保するための適切な役割を果たしております。

取　締　役
（監査等委員） 三 村 淳 司

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、監査等委員会16回の
うち15回に出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、
適宜、適切に発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。

取　締　役
（監査等委員） 中 村 小 裕

2025年６月12日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会12
回、監査等委員会12回の全てに出席いたしました。弁護士としての専
門的見地から、適宜、適切に発言を行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。

⑷　社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
・取締役（監査等委員）三村淳司氏は、三村公認会計士事務所代表及び株式会社リライズ・パートナーズ代

表取締役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）中村小裕氏は、レクシア特許法律事務所　パートナー弁護士であります。なお、当

社と兼職先との間には特別の関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

③責任限定契約の内容の概要
　当社は、監査等委員である取締役３名全員と会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を、法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しております。
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５．会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る報酬等の額 28,044千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,044千円

５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額には
これらの合計額を記載しております。

⑶　会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査

項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時
間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っ
ております。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふ

さわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断
した場合には、監査等委員全員の同意に基づき会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたしま
す。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監

査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適

正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、当社は、監査等委員会に
よる会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容の決定を踏まえて、当該議案を株主総会に提出いた
します。
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６．業務の適正を確保するための体制

６．業務の適正を確保するための体制
当社の内部統制システムに関する基本方針は、以下のとおりであります。

⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、取締役及び使用人を対象に「コンプライアンス基本規程」を定め、コンプライアンスを徹底し
た企業経営を実践します。

②当社は、経営の透明性と健全性の高い企業活動を遂行し、企業ブランド価値をさらに高めることを取締
役及び使用人に徹底します。

③取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が法令違反や企業倫理の逸脱の可能性を感じた場合
に、具体的な行動指針となる「内部通報規程」を定め、外部に内部通報窓口を設け、より相談し易い環
境を整備します。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務に係る情報は「文書管理規程」等関連規程に従い、適切に保存及び管理します。
②取締役会議事録は経営管理部が全ての議案について作成し、その内容は必要な者のみ閲覧できるように
します。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営上のリスクが発生した場合は、取締役及び当該リスクに係る関係部署が集まり、事実の把握及び対

応策を検討できる体制にします。リスクの未然防止及び危険や緊急事態の発生時の対応については、「コ
ンプライアンス基本規程」、「内部監査規程」、「リスク管理規程」等の規程に従い運用します。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社内規程（「組織・業務分掌規程」、「職務権限規程」等）において、取締役の基本職務や決裁基準等

を定め、効率的に業務を行う体制を整えます。

⑸　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」及び「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、以下のように子会社の

業績及び業務の進捗を管理することにより、グループ企業における業務の適正を確保します。
・子会社の業績、業務の進捗及び損失の危険が生じる事象について報告させる体制を構築します。
・定期的な内部監査室による監査手続を実施することで、当社企業グループ全体の業務にわたる内部統制
の効率性と有効性の確保に努めます。
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６．業務の適正を確保するための体制

・取締役社長直轄のもと経営管理部を事務局とし、当社企業グループの財務報告に係る内部統制の構築、
運用及び評価を推進します。

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
当社は、「監査等委員会監査規程」を定め、必要に応じて監査等委員会の職務をサポートする使用人を

社内の各部署の適任者から任命できる体制とし、当社企業グループ全体の情報を収集し、監査等委員会に
報告できるようにします。

⑺　前号の使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①当社は、「監査等委員会監査規程」を定め、監査等委員会から命令を受けた使用人は、その命令に関し
て取締役（監査等委員である取締役を除く。）等他の機関・役員から指揮命令を受けないような体制と
します。

②監査等委員会から命令を受けた使用人に関する人事異動、評価については、監査等委員会と事前に協議
します。

⑻　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人又
はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員
会への報告に関する体制
①取締役及び使用人は、取締役会等への監査等委員の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部
監査部門の監査結果を報告します。

②監査等委員会の求めに応じ、取締役会付議事項及び取締役会報告事項となる重要案件について、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）等より報告を受けられる体制を整備します。

③当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の役員又は使用人に対し、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いをすることを禁止します。

⑼　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、「監査等委員会監査規程」を定め、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた

め以下の体制を整備します。
・取締役社長と監査等委員の間で定期的な意見交換会を開催します。
・監査等委員会からの求めに応じ、監査等委員、会計監査人及び内部監査部門との間で連絡会を開催しま
す。
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６．業務の適正を確保するための体制

・各種会議への監査等委員の出席を確保します。
・監査等委員が職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生じる費用等を
請求した場合、速やかに処理します。

⑽　財務報告の適正性を確保するための体制
①当社は、取締役社長が最高責任者となり、適切な統制環境を保持しつつ、金融商品取引法に規定する財
務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、継続的に改善する体制を構築します。

②適正な内部統制を実現するための体制の構築、運用及び評価にあたり、「財務報告に係る内部統制基本
方針」を定めるとともに、「財務報告に係る内部統制規程」「財務報告に係る内部統制の基本計画書」
他関係諸規程、関連文書を整備します。

⑾　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力対策規程」を制定し、いかなる場合においても反社会的勢力に対し毅然とした

姿勢をもって対峙し、その不当な要求については関係機関とも連携のうえ、これに応じないことの徹底を
図ります。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりでありま

す。

⑴　取締役の職務の執行について
取締役会は、社外取締役３名を含む取締役９名で構成されております。当事業年度において取締役会

を15回開催し、経営上の重要事項に関する迅速な意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っておりま
す。
また、取締役会議事録等の取締役の職務執行に関する情報については、「文書管理規程」等関連規程

に従い、適切に保存及び管理を行っております。

⑵　コンプライアンス・リスク管理について
「内部通報規程」の改定に伴い、従来の外部の内部通報窓口に加え社内にも内部通報窓口を設け、コ

ンプライアンス違反行為や疑義のある行為等を報告できる体制を拡充しております。
また、「リスク管理規程」に基づきリスクマネジメント委員会を開催し、グループ全体のリスク管理

体制の強化に努めております。

⑶　監査等委員の職務の執行について
監査等委員会は、監査等委員３名全員が独立社外取締役で構成されております。当事業年度において

監査等委員会を16回開催し、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しておりま
す。また、取締役会等への出席、代表取締役会長兼社長との定期的な意見交換会並びに会計監査人及び
内部監査室との連絡会を開催することで、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監
査、内部統制システムの整備及び運用状況を確認しております。

⑷　内部監査体制について
当社では、年度内部監査計画に基づき、内部監査室による当社グループの業務監査、財務報告に係る

内部統制の評価を行い、代表取締役会長兼社長に監査結果を報告しております。

⑸　反社会的勢力排除について
新規取引先との契約締結に際しては、反社会的勢力排除条項の契約書への記載を徹底しているほか、

反社会的勢力該当性の有無を確認しております。

　（注）本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示単位未
満を四捨五入しております。
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連結貸借対照表

（2026年３月20日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,366,179
2,134,085
303,058
616,836
67,671

165,473
81,473
△2,419

1,782,169
1,291,425
1,210,282

67,518
345,903
579,283
41,310
1,579

△954,452
56,864
46,979
9,885

433,879
286,024

909
114,586
42,372

△10,014　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 497,919

買 掛 金 115,373
リ ー ス 債 務 7,886
未 払 金 178,118
未 払 法 人 税 等 20,988
賞 与 引 当 金 75,981
そ の 他 99,572

固 定 負 債 431,865
リ ー ス 債 務 13,842
退職給付に係る負債 50,174
資 産 除 去 債 務 28,848
長 期 未 払 金 339,000

負 債 合 計 929,785
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 4,219,545
資 本 金 776,580
資 本 剰 余 金 752,200
利 益 剰 余 金 2,712,097
自 己 株 式 △21,332

その他の包括利益累計額 △982
その他有価証券評価差額金 △4,633
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,651

純 資 産 合 計 4,218,563
資 産 合 計 5,148,348 負 債 純 資 産 合 計 5,148,348

連　結　貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（ 2025年３月21日から
2026年３月20日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,813,665
売 上 原 価 1,250,595
売 上 総 利 益 2,563,069

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,392,354
営 業 利 益 170,715

営 業 外 収 益
受 取 利 息 5,815
受 取 配 当 金 16,083
受 取 家 賃 1,200
為 替 差 益 5,213
保 険 解 約 返 戻 金 99
受 取 補 償 金 260
雑 収 入 1,528 30,201

営 業 外 費 用
雑 損 失 376 376
経 常 利 益 200,539

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 21,194
そ の 他 298 21,493

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 351 351
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 221,681
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 38,688
過 年 度 法 人 税 等 6,669
法 人 税 等 調 整 額 33,339 78,697
当 期 純 利 益 142,983
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 142,983

連　結　損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －



2026/05/18 16:14:12 / 25302204_株式会社アジュバンホールディングス_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

（ 2025年３月21日から
2026年３月20日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 776,580 752,200 2,665,298 △21,330 4,172,748

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △96,184 △96,184

親会社株主に帰属する当期純利益 142,983 142,983
自 己 株 式 の 取 得 △1 △1
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 46,798 △1 46,797

当 期 末 残 高 776,580 752,200 2,712,097 △21,332 4,219,545

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 959 5,217 6,177 4,178,925

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △96,184

親会社株主に帰属する当期純利益 142,983

自 己 株 式 の 取 得 △1
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △5,593 △1,565 △7,159 △7,159

当 期 変 動 額 合 計 △5,593 △1,565 △7,159 39,638

当 期 末 残 高 △4,633 3,651 △982 4,218,563

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 25 －



2026/05/18 16:14:12 / 25302204_株式会社アジュバンホールディングス_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

会社名  決算日
ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED 12月末日

連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数

３社
・連結子会社の名称

株式会社アジュバンコスメジャパン
株式会社2C
ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED

・連結の範囲の変更
　当連結会計年度において、株式会社シアー・プロフェッショナルは、株式会社アジュバンコスメジャ
パンを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

連結計算書類の作成に当たっては、上記決算日の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との
間に発生した連結子会社間の重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

その他有価証券
（市場価格のない株式等以外のもの）　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を採用しております。
（市場価格のない株式等）　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．棚卸資産
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）で評価
しております。

②重要な減価償却資産の減価償却方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
（ただし、当社及び国内連結子会社は建物（建物附属設備を除く）並びに、2016年４月１日以後に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。）

－ 26 －
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連結注記表

建物及び構築物 10～38年
機械装置及び運搬具 13～15年

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、当連結会計年度末の負担見込
額を計上しております。

④退職給付に係る会計処理の方法
当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債
務の見込額（簡便法）に基づき計上しております。また、当社及び一部の連結子会社は複数事業主制度
の企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資金の額を合理的に計算することができな
いため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

⑤重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する
ステップ2：契約における履行義務を識別する
ステップ3：取引価格を算定する
ステップ4：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5：企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社は、理美容室・エステティックサロン・ネイルサロン・アイラッシュサロン・美容クリニック等向
けに化粧品の販売及びこれに附帯するサービス業務とＥＣによる化粧品・医薬部外品を顧客に直接販売
する業務を行っております。このような商品販売については、原則として製品の引渡時点において顧客
が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、原則として当該
製品の引渡時点で収益を認識しております。なお、収益は、顧客との契約において約束された対価か
ら、値引き及びリベート等を控除した金額で測定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価を返金
負債として計上しております。
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連結注記表

⑥重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定に含めて計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しています。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基
準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)た
だし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への
影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結
計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の
期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用
後の連結計算書類となっています。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類へ
の影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

４．会計上の見積りに関する注記
（商品及び製品の評価）
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　商品及び製品　　616,836千円
⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　①算出方法

　商品及び製品の評価は、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）で評価しております。滞留又は処分見込等の商品及び製品については、将来の販売予測を
反映した評価減割合を設定し、帳簿価額を切下げる方法を採用しております。
②主要な仮定
　評価減割合に反映された将来の販売予測であります。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　将来の事業環境の著しい変化などにより主要な仮定に変化が生じた場合、翌連結会計年度の商品及び製
品の評価に影響を及ぼす可能性があります。
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連結注記表

当座貸越極度額 300,000千円
借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

５．会計上の見積りの変更に関する注記
該当事項はありません。

６．追加情報
該当事項はありません。

７．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

該当事項はありません。
⑵　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

－ 29 －



2026/05/18 16:14:12 / 25302204_株式会社アジュバンホールディングス_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 の
株 式 数

当連結会計年度増加
株 式 数

当連結会計年度減少
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 末 の
株 式 数

普 通 株 式 8,043千株 －千株 －千株 8,043千株

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 の
株 式 数

当連結会計年度増加
株 式 数

当連結会計年度減少
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 末 の
株 式 数

普 通 株 式 28千株 15千株 －千株 43千株

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 6 月 1 ２ 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 96,184 12 2025年３月20日 2025年６月13日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月18日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 96,004 12 2026年３月20日 2026年６月19日

８．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の増加15千株は、譲渡制限付株式の無償取得による増加であります。

⑶　配当に関する事項
①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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９．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社グループは、今後の研究開発や設備投資、営業体制の強化などに備え、必要となる資金を柔軟かつ機
動的に対応できるよう留意しております。
したがって、一時的な余資は主に流動性、安全性の高い金融商品で運用し、投機やトレーディングを目的
とした運用は行わない方針であります。
一方で、資金の調達については、投資等の規模、目的、時期等を踏まえ、資本市場や金融機関からの調達
を検討することとしております。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資の短期運用の債券等であり、発行体の信用
リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
長期未払金は、役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退任時に支給する予定であり
ます。

③金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するととも
に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については社内において「資産運用管理規程」を定め、流動性、安全性に留意し、社内
及び取締役会の協議等十分な検討を加えて投資することとしております。また定期的に時価や発行体
（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直して
おります。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
性の維持等により流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行ってお
ります。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 286,024 286,024 －

区分 連結貸借対照表計上額
（千円）

長期未払金 339,000

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 2,133,873 － － －
売掛金 303,058 － － －
投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの
　その他 － － － 286,024

合計 2,436,932 － － 286,024

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

リース債務 7,886 6,477 6,336 1,029 － －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（注）１．現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決
済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。

（注）２．長期未払金は、主に役員退職慰労金に係る債務であり、当該役員の退職時期が特定されてお
らず、市場価格がないため、上記表に含まれておりません。
長期未払金の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（注）4．リース債務の連結決算日後の返済予定額

－ 32 －
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　その他 － 286,024 － 286,024

当連結会計年度
スキンケア 1,353,262　　千円
ヘアケア 2,668,650
その他 84,002
売上割戻金 △292,250
顧客との契約から生じる収益 3,813,665
その他の収益 －
外部顧客への売上高 3,813,665

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　投資有価証券
　　当社が保有しているその他有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価

格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

10．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、化粧品及び医薬部外品の商品企画、研究開発、販売及びこれに附帯するサービス業務
を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
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連結注記表

区　分 当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 363,185   千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 303,058
返金負債(期首残高) 84,865
返金負債(期末残高) 65,132

⑴　１株当たり純資産額 527円29銭
⑵　１株当たり当期純利益 17円86銭
⑶　潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 －

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「１．連結計算書
類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)　会計方針に関する事項　⑤重要な収益及
び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結
会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額
及び時期に関する情報

①顧客との契約から生じた債権及び返金負債の残高等

　返金負債は、主に、実績に基づく達成リベートについて、契約に基づき顧客に支払う未払金に関する
ものです。返金負債は、未払金の支払いに伴い取り崩されます。
　また、返金負債は連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に計上しております。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法
を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価
の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

11．１株当たり情報に関する注記

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13．その他の注記
該当事項はありません。

－ 34 －
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貸借対照表

（2026年３月20日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

1,107,304
1,036,460

53,843
6,926

123,423
△113,350
2,956,050

939,716
636,657

8,201
66,990

103,322
579,283
22,482

△477,220
16,517
13,386
3,130

1,999,816
286,024

1,612,967
412,565
78,176
7,510

△397,427　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 102,424

リ ー ス 債 務 4,946
未 払 金 47,398
未 払 法 人 税 等 20,803
未 払 消 費 税 等 14,490
預 り 金 6,691
賞 与 引 当 金 7,808
そ の 他 286

固 定 負 債 353,510
リ ー ス 債 務 9,887
退 職 給 付 引 当 金 4,623
長 期 未 払 金 339,000

負 債 合 計 455,934
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 3,612,053
資 本 金 776,580
資 本 剰 余 金 751,982
資 本 準 備 金 736,511
そ の 他 資 本 剰 余 金 15,470

利 益 剰 余 金 2,104,855
利 益 準 備 金 10,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,094,855
繰 越 利 益 剰 余 金 2,094,855

自 己 株 式 △21,364
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △4,633

その他有価証券評価差額金 △4,633
純 資 産 合 計 3,607,420

資 産 合 計 4,063,354 負 債 純 資 産 合 計 4,063,354

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年３月21日から
2026年３月20日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 719,238
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 645,661
営 業 利 益 73,576

営 業 外 収 益
受 取 利 息 3,645
有 価 証 券 利 息 2,006
受 取 配 当 金 16,083
為 替 差 益 1,615
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 9,544
雑 収 入 602 33,497

営 業 外 費 用
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 41,308 41,308
経 常 利 益 65,765

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 21,194 21,194

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 319 319
税 引 前 当 期 純 利 益 86,640
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 16,803
法 人 税 等 調 整 額 14,234 31,037
当 期 純 利 益 55,603

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年３月21日から
2026年３月20日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利 益 準 備 金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 776,580 736,511 15,470 751,982 10,000 2,135,436 2,145,436 △21,362 3,652,636

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △96,184 △96,184 △96,184

当 期 純 利 益 55,603 55,603 55,603

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △40,581 △40,581 △1 △40,582

当 期 末 残 高 776,580 736,511 15,470 751,982 10,000 2,094,855 2,104,855 △21,364 3,612,053

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 959 959 3,653,596

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △96,184

当 期 純 利 益 55,603

自 己 株 式 の 取 得 △1
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

△5,593 △5,593 △5,593

当 期 変 動 額 合 計 △5,593 △5,593 △46,176

当 期 末 残 高 △4,633 △4,633 3,607,420

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 10～38年
構築物 10～20年
機械及び装置 13～15年
工具、器具及び備品 4～15年

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券

  （市場価格のない株式等以外のもの）
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。
  （市場価格のない株式等）

移動平均法による原価法を採用しております。
⑵　固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外の有形固定資産は定率法を採用しております。

　ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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個別注記表

⑶　引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金

従業員に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、当事業年度の負担見込額を計上し
ております。
③退職給付引当金
　当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額（簡便法）に基づ
き計上しております。また、当社は、複数事業主制度の企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応す
る年金資金の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

⑷　重要な収益及び費用の計上基準
　当社の収益は、子会社からの経営指導料及び賃貸料収入となります。経営指導料においては、子会社への
契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充
足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。賃貸料収入については、主に子会社との
賃貸契約に基づき、不動産の賃貸を行うことが履行義務であり、履行義務の充足に従い一定期間にわたり収
益を認識しております。

⑸　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

２．会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しています。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号 2022年10月28日）第65−２項（2）ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってい
ます。なお、当事業年度において、計算書類に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
　該当事項はありません。

４．会計上の見積りに関する注記
　該当事項はありません。

－ 39 －



2026/05/18 16:14:12 / 25302204_株式会社アジュバンホールディングス_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

①短期金銭債権 175,608千円
②長期金銭債権 412,075千円
③短期金銭債務 235千円

当座貸越極度額 300,000千円
借入実行残高 −千円

差引額 300,000千円

営業収益 719,238千円
仕入高 −千円
営業取引以外の取引高 1,751千円

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 の
株 式 数

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数

当 事 業 年 度 末 の
株 式 数

普 通 株 式 28千株 15千株 −千株 43千株

５．追加情報
　該当事項はありません。

６．貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

該当事項はありません。
⑵ 関係会社に対する金銭債権、債務

⑶ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。
　　この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

７．損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高

８．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の増加15千株は、譲渡制限付株式の無償取得による増加であります。
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個別注記表

繰延税金資産
賞与引当金 2,387千円
未払事業税 2,662千円
退職給付引当金 1,454千円
株式報酬費用 14,325千円
長期未払金 106,697千円
関係会社株式評価損 148,710千円
貸倒引当金 160,763千円
繰越欠損金 17,229千円
会社分割に伴う子会社株式 52,183千円
その他有価証券評価差額金 2,127千円
その他 130千円

小計 508,673千円
　評価性引当額 △430,497千円
　繰延税金負債との相殺 −千円
繰延税金資産の純額 78,176千円

９．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合 関連当事者との関係 取 引 内 容

取 引 金 額
（千円）
(注) ６

科 目
期 末 残 高
（千円）
(注) 6

子 会 社

株 式 会 社 ア ジ ュ バ ン
コ ス メ ジ ャ パ ン

所有
直接　100.0％

経営指導等
役員の兼任

経営指導料、
業務委託料等
（注）１

705,559 売 掛 金 52,390

株 式 会 社 ２ C 所有
直接　100.0％

経営指導等
役員の兼任

資金の貸付
（注）２ − 長期貸付金

（一年内回収
予 定 含 む ）
（注）４

489,000資金の回収
（注）２ 21,500

ADJUVANT GLOBAL 
COMPANY L IMITED

所有
直接　100.0%

経営指導等
役員の兼任

資金の貸付
（注）３ − 長期貸付金

（一年内回収
予 定 含 む ）
（注）５

42,292資金の回収
（注）３ 8,782

⑴　１株当たり純資産額 450円91銭
⑵　１株当たり当期純利益 ６円94銭
⑶　潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 −

10．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
１．経営指導料、業務委託料等については、業務内容を勘案し、両社協議のうえ、決定しております。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、当該取引による

受取利息は1,548千円です。
３．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、当該取引による

受取利息は166千円です。
４．長期貸付金に対し、489,000千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において、関係

会社貸倒引当金繰入額25,257千円を営業外費用に計上しております。
５．長期貸付金に対し、21,778千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において、関係会

社貸倒引当金繰入額16,050千円を営業外費用に計上しております。
６．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

11．１株当たり情報に関する注記

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

12．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に係る事項に関す
る注記　⑷　重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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個別注記表

13．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

14．その他の注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 智 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 尾 志 都

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

株式会社アジュバンホールディングス
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アジュバンホールディングスの2025年
３月21日から2026年３月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社アジュバンホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 智 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 尾 志 都

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

株式会社アジュバンホールディングス
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アジュバンホールディングスの
2025年３月21日から2026年３月20日までの第37期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年３月21日から2026年３月20日までの第37期事業年度における取
締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況
を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業及び経営状況について報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果
⑴事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶連結計算書類の監査結果
会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月14日
株式会社アジュバンホールディングス監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員 木 田 臣 哉 ㊞
監 査 等 委 員 三 村 淳 司 ㊞
監 査 等 委 員 中 村 小 裕 ㊞

　

（注）監査等委員　木田臣哉、三村淳司及び中村小裕は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。
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第１号議案剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考え、今後の事業展開と経営体質の強
化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績を勘案した安定的な配当を継続して実施していく
ことを基本方針としております。
　この方針に基づき、以下のとおり第37期の期末配当をいたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
１．配当財産の種類

　金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき12円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は96,004,740円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
　2026年６月19日といたしたいと存じます。
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
なか
中

 

　
むら
村

 

　
 

　
 

　
ゆたか
豊

(1946年７月28日生)

    1990年    4 月 有限会社みずふれんど（現：当社）設立　取締役
    1991年    4 月 有限会社アクト企画（現：当社）　代表取締役社長
    2014年    9 月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：

ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED）　董事
    2016年    6 月 当社代表取締役会長
    2021年    1 月 当社代表取締役会長兼社長
    2021年    3 月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：

ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED）　董事長
    2021年    4 月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュ

バンコスメジャパン）設立　代表取締役（現任）
    2024年    3 月 当社代表取締役会長兼社長　管理本部・事業支援本部担当
    2025年    3 月 当社代表取締役会長兼社長（現任）

785,500株

２
た
田

 

　
なか
中

 

　
じゅん
順

 

　
こ
子

(1950年４月18日生)

    1990年    4 月 有限会社みずふれんど（現：当社）設立　代表取締役社長
    1991年    4 月 有限会社アクト企画（現：当社）　専務取締役
    2011年    7 月 当社専務取締役　経営企画課担当
    2016年    3 月 当社専務取締役
    2020年    3 月 当社専務取締役　商品開発本部本部長
    2021年    4 月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュ

バンコスメジャパン）設立　代表取締役
    2021年    9 月 当社専務取締役（現任）

2026年    3 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　代表取締役　商品開発本部長
（現任）

237,600株

３
ふじ
藤　

わら
原　　

 

　
たけし
武

(1971年11月15日生)

    1997年    1 月 株式会社アジュバン（現：当社）入社
    2014年    3 月 当社営業企画部長兼営業企画課長
    2019年    3 月 当社西日本営業部長兼神戸営業所長
    2020年    3 月 当社西日本営業部長兼神戸営業所長兼岡山営業所長
    2021年    3 月 当社執行役員　営業本部長兼神戸営業所長兼岡山営業所長
    2021年    9 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　執行役員　営業本部長
    2023年    3 月 同社　取締役　営業本部長
    2023年    6 月 当社取締役（現任）
    2025年    4 月 ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED董事長（現任）
    2026年    3 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　取締役　海外事業部長（現

任）

5,500株

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）全員（６名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方を踏まえ、
各取締役候補者の当事業年度における業務執行状況などを勘案し、全ての取締役候補者について適任
であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社株式の数

４
おお
大　

しま
嶋　

ひろ
宏　

かず
和

(1976年８月２日生)

    2005年    10月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：当社）入社
    2019年    3 月 当社東日本営業部長
    2020年    3 月 当社東日本営業部長兼東京営業所長
    2021年    3 月 当社執行役員　営業本部部長兼東京営業所長
    2021年    9 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　執行役員　営業本部部長
    2022年    3 月 同社　執行役員　営業本部副本部長
    2023年    3 月 同社　取締役　営業本部副本部長
    2023年    6 月 当社取締役（現任）
    2024年    3 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　取締役　商品開発本部副本部

長
    2025年    3 月 同社　取締役　商品開発本部長
    2026年    3 月 同社　取締役　営業本部長（現任）

5,569株

５
た
田

 

　
なか
中

 

　
まさ
昌

 

　
き
樹

(1979年11月27日生)

    2004年    9 月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：当社）入社
    2021年    4 月 株式会社２Ｃ設立　取締役
    2023年    3 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　取締役　企画分析グループ担

当
    2024年    6 月 当社取締役（現任）
    2025年    3 月 株式会社アジュバンコスメジャパン　取締役　企画分析部長（現：

サロンサポート部長）（現任）

940,900株

６
なか
中　

むら
村　

たく
卓　

や
哉

(1985年４月６日生)

    2009年    4 月 株式会社りそな銀行入行
    2013年    10月 株式会社リクルートキャリア入社
    2017年    4 月 中村卓哉事務所開所　代表
    2021年    5 月 中小企業診断士登録
    2024年    3 月 当社入社
    2025年    3 月 当社経営管理本部長
    2025年    6 月 当社　取締役　経営管理本部長（現任）

０株

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 田中昌樹氏は、当社専務取締役田中順子氏の長男であります。
3. 中村卓哉氏は、当社代表取締役会長兼社長中村豊氏の長男であります。
4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を

含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずること
のある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保
険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上
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（ご参考）スキルマトリックス

氏名 性別 会社における地位 企業経営
法務・リ
スクマネ
ジメント

財務・
会計

営業・マ
ーケティ
ング

研究・
商品開発

生産・
物流

人事・
労務

グローバ
ル

中 村 　 豊 男性 代表取締役会長兼社長 〇 〇 〇

田 中 順 子 女性 専務取締役 〇 〇 〇 〇 〇

藤 原 　 武 男性 取締役 〇

大 嶋 宏 和 男性 取締役 〇

田 中 昌 樹 男性 取締役 〇

中 村 卓 哉 男性 取締役 〇 〇

木 田 臣 哉 男性 取締役
（常勤監査等委員） 〇 〇

三 村 淳 司 男性 取締役
（監査等委員） 〇 〇

中 村 小 裕 女性 取締役
（監査等委員） 〇 〇 〇

（ご参考）
当社取締役及び取締役（監査等委員）のスキルマトリックス
第２号議案が原案どおりに承認された場合の当社取締役及び取締役（監査等委員）の主たる経験分野・専
門性は次のとおりであります。

（注）上記一覧表は、各取締役が有する全ての経験と専門性を表すものではありません。
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地図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場：神戸市中央区中山手通四丁目10番８号

ラッセホール　２階　ブランシュローズ

JR三ノ宮駅
ポートライナー三宮駅

地下鉄三宮駅阪神元町駅

JR元町駅

阪急神戸三宮駅

阪神神戸三宮駅

神港学園高

こうべ小

コープコープ
中山手４丁目交差点

県民会館地下鉄県庁前駅

県庁

県警本部

元町通

相楽園

県庁前
交差点

県公館

兵庫県学校
厚生会館
兵庫県学校
厚生会館

山手幹線山手幹線

大丸

京町筋
交差点 阪神本線

中山手４丁目交差点

県警本部

県庁前
交差点

県公館

大丸

京町筋
交差点 阪神本線

そごう阪急

生田新道

ト
ア
ロ
ー
ド

鯉
川
筋

生
田
神
社

ラッセホール

交通　地下鉄県庁前駅　東出口１を出て北東へ　徒歩約５分
ＪＲ元町駅　　　東改札口を出て北へ　　徒歩約８分
阪神元町駅　　　東改札口を出て北へ　　徒歩約８分

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承の程お願い申しあげます。


